令和９年度 大阪府公立小・中・義務教育学校任期付校長 募集要項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府教育委員会

　大阪府教育委員会は、府内市町村（大阪市・堺市・豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町を除く。）の公立小・中・義務教育学校において魅力ある学校づくりをすすめるため、組織をまとめるマネジメント力と教育に対する熱意を持ち、柔軟な発想や企画力をいかした学校運営や学校の課題を解決できる優れた人材を幅広く募集し、選考を実施します。

１　求める人物像
　　（１）学校の教職員の意欲を引き出し、リーダーシップを発揮できる者

　（２）民間企業等で培われた柔軟な発想、企画力を有する者

　　（３）社会の動向に対する洞察力と先見性を有する者

　　（４）組織マネジメントによる学校組織の活性化を推進できる者

　　（５）これまで培ってきた人的ネットワークや渉外能力を活用し、地域との連携のもと、開かれた学校づくりを推進できる実行力を有する者

　　（６）特に、配置予定市が求める人物像
○門真市・・・本市の教育課題や方針を理解し、家庭・地域と連携しながら斬新な経営的視点と柔軟な発想を持って教職員をマネジメントし、前例に捉われない学校経営を推進する者。
〇藤井寺市・・ 子どもの安心安全を最優先に、民間で培った経験とマネジメント力を生かし、
学校改革と働き方改革を推進し、藤井寺市の学校運営を着実に力強く前進させる者。

２　配置予定の学校
　　○門真市内の公立小学校
　　〇藤井寺市内の公立中学校

３　採用予定人数　　　
各１名
４　採用形態

一般職の任期付職員の大阪府公立小・中学校長として採用
　　　※「大阪府一般職の任期付職員の採用等に関する条例」に基づく一般職の任期付職員（校長）
　　　（ただし、研修期間中は大阪府教育庁の会計年度任用職員として採用）

５　採用期間
令和９年４月１日～令和12年３月３１日

（研修期間：原則として令和９年１月１日～令和９年３月３１日）
６　応募資格
次の各号に掲げる項目に該当する者
（１）日本国籍を有し、地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条に該当しない者
（２）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）に該当しない者
（３）令和８年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69 号）第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者に該当しない者
（４）昭和39年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた者
（５）民間企業や行政機関、研究・教育機関等において、管理職の経験を有する者又はそれと同等以上の経験を有する者
（６）教育に関する見識と情熱を有する者
（７）原則として令和９年１月１日から勤務（「13　研修について」で定める研修）が可能な者
７　選考方法
　　　◇　一次選考　　書類選考　
経歴および論文を選考（審査）の対象とします。
◇　二次選考　　面接選考
面接日　令和８年７月４日（土）
◇　三次選考　　面接選考
面接日　令和８年８月29日（土）
　　　※ 上記選考日は予告なく変更することがあります。また、応募者が選考日を指定すること
   
はできません。

      ※ 一次選考の結果通知は６月下旬、二次選考の結果通知は８月上旬、三次選考の結果通知
は９月下旬に発送する予定です。

　　　※ 一次選考合格者に対して二次選考を行い、二次選考合格者に対して三次選考を行います。
なお、選考の結果、合格者のない場合があります。
※ 一次選考合格者には、二次選考の面接日時及び場所等の詳細を別途通知します。

※ 二次選考合格者には、三次選考の面接日時及び場所等の詳細を別途通知します。

８　受付期間
　　　　令和８年４月21日（火）～令和８年６月10日（水）
　　　　
９　応募にあたっての留意事項
同時に公募する大阪府立学校校長の公募選考への重複申込みはできません。

重複して申込みが行われた場合は、全ての申込みを無効とします。
10　応募方法・応募先
　　（１）応募方法　大阪府行政オンラインシステムによる電子申請に限ります。

令和８年６月1０日（水）23時00分まで申請可能です。
　

（手続き名）
　令和９年度公立小・中・義務教育学校校長公募受験申込（任期付校長）
　
11　提出書類物
大阪府行政オンラインシステムでの申請に合わせて、以下のデータを提出してください。

（１）組織マネジメント経験書
ご自身のこれまでの組織マネジメントの経験において、最もマネジメント能力を発揮した実例
（所属、組織の業務内容・目標、役職・職責、部下の人数、業績・成果、苦労・工夫した点等）
を記載した上で行政オンラインシステムへアップロードしてください。（１，２００字程度）
　　（２）論文
〇「門真市の小学校長として私が取組みたい課題とその解決策」を２，０００字以内で記載したもの。
〇「藤井寺市の中学校長として私が取組みたい課題とその解決策」を２，０００字以内で記載したもの。

※両方の市を希望する場合は両市の様式データに記載した上で行政オンラインシステムへ
アップロードしてください。
　　
（３）その他

｢組織マネジメント経験書｣及び「論文」の様式データはホームページからダウンロード
してください。パソコン・自筆の別は問いません。
　　　　＊提出された書類は返却しません。また、申込書等に記入された情報は、大阪府個人情報保護条例に基づき適正に管理します。なお、情報は個人が特定されない形で統計処理し、今後の採用選考の円滑な実施のために用いる場合がありますが、それ以外の目的に使用することはありません。
12　給与等（令和８年４月時点）

・給料及び諸手当等については､大阪府の｢職員の給与に関する条例｣その他関係諸規程に基づき支給します。

· 　給与年収は、通年で勤務した場合、現在の試算では、満４５歳で採用初年度：約９０３万円、採用２年目：約１,０１０万円、満５５歳で採用初年度：約９３１万円、採用２年目：約１,０３５万円となります。ただし、扶養・住居・通勤手当等は含みません。また、給料は経歴等により異なります（大阪府人事委員会勧告等を踏まえ、給与改定を実施する場合があることから、給与年収については変更になる場合があります。採用初年度６月期の期末勤勉手当は在職実態に応じた期間率（３０％）が適用されます。）。
13　研修について
　　　・研修期間（原則として令和９年１月１日から令和９年３月31日まで）は、大阪府教育庁の会計年度任用職員として採用されます。
　　　　※　地方公務員法に基づく一般職の地方公務員（パートタイム会計年度任用職員）となります。
　　　　※　地方公務員法及び条例（職員の政治的行為の制限に関する条例）による政治的行為の制限など、いくつかの義務が課されます。
　　　・原則、週４日・週29時間（月・火・木・金　９時30分～17時30分（うち休憩時間45分）、ただし１月１日～１月３日及び休日除く）の勤務（研修）となります（原則、全時間勤務（研修）いただく必要があります。）。
　　　　※　勤務（研修）日時については、変更になる場合があります。

　　　・研修期間中は報酬として、月額360,000円を支給します（通勤に要する費用については、別途、実費相当額を支給します。）。
14　その他

　　　・令和８年度末で、大阪府公立小・中・義務教育学校任期付校長の任期が満了する者も応募可能です。

　　　・校長を含む公立学校教職員は、地方公務員法により、営利企業への従事等が制限されます。

　　　　≪参考：地方公務員法第３８条（営利企業への従事等の制限）≫
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問合せ先      大阪府教育庁　教職員室　教職員人事課　小中学校人事グループ


　            〒５４０－８５７１　大阪市中央区大手前２丁目【 電話０６（６９４４）１６５９　内線３４９６ 
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〔参考〕


○　地方公務員法第１６条（欠格条項）


� HYPERLINK "http://g1072sv0db001.lan.pref.osaka.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView" �次の各号�のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受け


ることができない。


１　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者


２　当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者


３　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、� HYPERLINK "http://g1072sv0db001.lan.pref.osaka.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView" �第６０条�から� HYPERLINK "http://g1072sv0db001.lan.pref.osaka.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView" �第６３条�までに規定する罪を犯し刑に処せられた者


４　� HYPERLINK "http://g1072sv0db001.lan.pref.osaka.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView" �日本国憲法�施行の日以後において、� HYPERLINK "http://g1072sv0db001.lan.pref.osaka.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView" �日本国憲法�又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党


その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


○　学校教育法第９条（校長・教員の欠格条項）


次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。


１　拘禁刑以上の刑に処せられた者


２　教育職員免許法第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日


から３年を経過しない者


３　教育職員免許法第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、３年を経過しない者


４　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党


その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


○　地方公務員法　附則　（平成１１年１２月８日法律第１５１号）第３条


民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる


準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前


の例による。


○　学校教育法　附則　（平成１１年１２月８日法律第１５１号）第３条


民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる


準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の


例による。


○　民法の一部を改正する法律　附則　（平成１１年１２月８日法律第１４９号）　第３条


旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びに


その後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人と


みなす。


２　旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の


宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。


３　前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第８４６条、


第９７４条及び第１００９条の改正規定を除き、なお従前の例による。


○　地方公務員法第３８条（営利企業等の従事制限）


職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下� HYPERLINK "http://g1072sv0db001.lan.pref.osaka.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView" �この項�及び次条


第１項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則


(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を


営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。


２　人事委員会は、人事委員会規則により� HYPERLINK "http://g1072sv0db001.lan.pref.osaka.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView" �前項�の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。


〇 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律


　 第２条 （略）


８ この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。


(１)　特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者（当該


執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。）を除く。）であって、そ


の刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して20 年を経過しないもの


(２)　特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日か


ら起算して10 年を経過しないもの


(３)　特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けるこ


とがなくなった日から起算して10 年を経過しないもの











